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Ⅰ．フィンランドとその学校教育について

１． フィンランドの基本情報
　人口は，約520万人であり，人口密度は平方キロ
あたり17人であり，人口の76％が都市部に，24％は
農村部に住む。ラップランドに居住するサーミ人は
6,500人である。 日本の人口が約１億３千万人であ
り，25分の１となる。北海道の人口が約570万人で，
それよりも少ない。面積は，33万８千キロ平方メー
トルであり，日本とほぼ同じで，国土の1/4は北極
圏内にある。68％が森林，10％が湖沼。188,000の
湖の大部分は湖水地方にある。また，南西海岸沖に
は40,000以上の群島が点在する。公用語は，フィン
ランド語（92％）とスウェーデン語（６％）である。

２． フィンランドの教育
　図１にフィンランドの学校教育の構造を１），また
表１に基本的な教育のデータを示した２）。教育予算
は総予算の11.9％である１）。義務教育は７歳から９
年間であり，基礎教育(Basic education)である。就
学前に，学校や幼稚園における就学前教育が実施さ
れている。基礎教育の後は，一般中等教育と職業中
等教育に分かれる。それ以降は，総合大学とポリテ
クス（職業大学）となる。構造として，大きくは一
般教育と職業教育という区分と考えられる。基礎教
育を修了した後は，職業中等教育に進む生徒の数が
多い。
　フィンランドの教育政策の目標は，「年齢，地域，
経済状況，性別，言語に関わらず，すべての国民に
等しい教育の機会を提供すること」とされていて，
原則として，就学前教育，基礎教育，中等教育段階
等では，授業料，福利サービス，学校給食などを無
料で提供している。就学前教育，基礎教育では，教
科書や教材を，また基礎教育では，交通費を提供し
ている。国土が広く，人口密度が小さいために移動
が大きな課題となっている。
　中等教育段階になると，いずれかの進路を選択す
ることが求められていて，一般教育なのか職業教育
かの選択において，正しく適切な選択ができるよう
に，個々のカウンセリングを充実させるなど支援を

強化している３）。
　公用語がフィンランド語とスウエーデン語であ
り，言語的なマイノリティの課題がある。５％の子
どものためのスウエーデン語の基礎教育学校，中等
教育学校，大学等の高等教育が教育を提供してい
る。どちらの言語の場合でも，それに対応した教育
の機会を提供している。サーミ語による教育（特に
ラップランドなど）を提供する義務がその地域の教
育委員会にある。さらに，少数言語，また手話によ
る教育の提供の義務もあり，個に応じた教育の手
段，方法が確立している。

３．教育行政について
　教育省（Ministry of Education） が国の教育の
責任を持つ。 教育省と連携し， 国家教育委員会

（National Board of Education）が基礎教育，中等
教育，成人教育の目的や内容，指導方法の向上に努
めている。６つの州（province）には，教育文化部
門があり，その教育を所轄している。さらに地方教
育局があり，学校教育を提供する上で重要な役割を
果たしている。
　教育経費については， 公的資金で負担してい
て（2001年で，基礎教育で97％，一般中等教育で
92％，職業中等教育で83％），国家教育委員会が定
めた国家コアカリキュラムと資格ガイドラインに従
う２）。私立学校も公的な資金を受けていて，地方教
育局の指導助言下にあり，コアカリキュラムと資格
ガイドラインに従う。
　この公的資金については，国が57％，地方教育

フィンランドにおける特別ニーズ教育と障害のある人の生涯学習
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表１　フィンランドにおける学校数と児童生徒学生数 ２）

（2003）

　 学校数 児童生徒学生数

基礎教育学校 33,808 597,414

一般中等教育学校 487 121,816 

職業中等教育学校 353 174,813 

ポリテクス（職業大学） 31 129,875 

総合大学 20 169,846 
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局が43％を拠出している２）。これらの資金の効果的
な活用については，第三者の学校訪問による査察

（inspection）ではなく，自己評価と外部評価によっ
てチェックされている。妥当な資金の活用だけでな
く，カリキュラムの実施状況も含まれ，学校の自主
性（autonomy）や教師の専門性や努力に高い信頼
が置かれている。

４．就学前教育と基礎教育
　誕生から６歳まで，わずかな負担で，公的なデイ
ケアセンター（保育センター）や民間デイケアセン
ターに通うことができる。2001年から６歳になると
無料で就学前教育を受ける権利を持つようになっ
た。その際に，地方教育局は，学校が提供する就学
前教育か，デイケアセンターが提供する教育かを決

めることができる。2002年において，98％の６歳児
が就学前教育を受けている。
　基礎教育は，９年間で，最初の６年間は学級担任
が授業を行い，後の３年間は，教科の教師が授業を
行う。７歳の誕生日を迎える年には，義務教育を受
けなければならず，１％の子どもが資格審査を受
け，１年早く義務教育を受けている。

Ⅱ．フィンランドの特殊教育について

１）特殊教育の歴史的変遷4)

　フィンランドの特殊教育は，大きく５期に分けら
れる。
　第１期は，1921年に義務教育法が施行されるまで
であり，日本より30年程度早く法的に規定された。
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図１　フィンランドの教育制度

ポリテワス （職業大学）
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特別学校については，聾学校が1840年代に，盲学校
が1860年代に，肢体不自由学校が1890年代に，慈善
団体が提供する教育として，個別の教育が展開され
ている。
　第２期は，1921年の義務教育法から第２次世界大
戦終戦までであり，義務教育法は，知的障害者を除
いて，全ての国民に義務教育を規定している。
　第３期は，第２次世界大戦終戦から1972年の基礎
学校の改革までであり，障害のある人へのケアの発
展，医療的なケアとリハビリテーション，職業リハ
ビリテーションが確立し，特殊教育の量的拡大と専
門化の時期である。1940年から1960年にかけて，障
害に応じた修正した教示，パートターム補習が展開
された。これらは，通常の学級の授業にはつながり
のない発想であり，治療教育的なアプローチであっ
た。対応していた障害の幅は，身体的，機能的な障
害であり，障害のある子どもは，そうでない子ども
と異なるので，その教育も通常の教育とのつながり
がない中で検討された。つまり，ニーズに応じた対
応，分離して，同じタイプのグループ化による対応
であり，より高度に専門化し，分離される傾向が強
くなった。1970年頃よりノーマライゼーション，イ
ンテグレーションの哲学が広がり，機会均等が強調
された。通常の授業への参加，社会参加を視点に，
インテグレーションをめざした。その動きは，教育
の質の改革，基礎教育学校の改革につながり，基礎
教育は，幅広い子どもに対応することが求められ
た。つまり，基礎教育学校の柔軟性が求められた。
　第４期は，1983年基礎教育法からであり，全ての
子どもに義務教育が実施された。1985年に，ナショ
ナルコアカリキュラムが規定されて，教育における
シラバスの区別化，個別化の強調された。年齢，学
習能力による個別化，また基礎教育とのつながりの
中でのカリキュラム構成が強調された。知的障害に
ついても，特別学校が設置され，1985年に，重度知
的障害についても福祉サービスから教育へ，1998年
に重度知的障害でも基礎教育学校でとされた。
　第５期は1990年代からであり，特殊（特別ニーズ
教育）教育の評価が課題となった。評価から，国家
発展政策（National Developmental Measures）が
打ち出され，地方のサービスシステムの統合が行わ
れた。1998年の基礎教育法により，教育の質の向上，
教育サービスの機会均等が目指された。その結果，
形式やグループに分ける授業の廃止や均等に適用可
能な教育の提供（equally applicable to education）

が実現し，地方の決定権の増大，組織の活動の縛り
を解放し，教育上の手続きの縮小が強調された。
　その結果，「コストにもとづく基準」から「計算
にもとづく基準」へ評価が転換され，国家の目標に
向かっての活動を，自主的主体的に取り組むことと
なった。それに伴って，①教育の成果重視，②教育
の質，継続的な評価，③生涯学習の原則の実現が大
きな目標とされた。

２）特別ニーズ教育の現状
　1999年における特別ニーズ教育のデータを表２に
示した。特別学校等の形態で教育を受ける児童生徒
の割合は，3.70％である。この数値は，日本や英国
と比較すれば高い。
　また表３は2005年の国際セミナー「ＰＩＳＡ研究に
おけるフィンランド‐基礎教育（Basic Education）の
おける学習支援（Supporting Learning ）と生徒保護

（Welfare）‐」で示された最近のデータである。

表２　特別ニーズ教育のデータ（1999）5)

義務段階の児童生徒数 583,945

特別な教育的ニーズのある児童生徒の割合 17.80%

分離された形態で教育を受けている割合 3.70%

表３　特別なニーズ教育の状況（2004）８）

特別学校 2.2％

特別ニーズ教育に移管される生徒の割合

　　　　　　　　　　　　　 1996年 3.0％
　　　　　　　　　　　　　 2000年 4.8％
　　　　　　　　　　　　　 2004年 6.8％

部分的特別ニーズ教育の生徒の割合 21.2％

　特別学校については，1991年には362学校あっ
たが，2002年には250学校(1998年には特別学校が
284校，2000年には，基礎教育段階を含む特別学校
が260校で， 国立が15校626人， 自治体立が238校
11,164人，私立が７校243人)であり，2004年には207
校とのことだった８）。なお，特別学校に在籍する
児童生徒の割合は，2004年で2.2％とのことだった。
特別学校そのものは減少傾向にあるももの，日本と
比較すると在籍率は高い。
　一方，特別教師については，1994年には3,290人
であったが，2002年には3,685人と増加していて，
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さらに2002年には1,220人のアシスタントがいた。
特別学校以外で，特別教師が活躍していることが推
測される。
　特別な教育的ニーズのある児童生徒の割合につい
ては，17.80％と高い。2004年に部分的特別ニーズ
教育の割合は21.2％となっている。日本がＬＤ等を
含めて，7.8％であり，日本が想定している児童生
徒の２倍以上である。
　OECD（1995）による1987年のデータからは，特
殊教育サービスを受けている割合が17.08％であり，
その中で，パートタイムサービスが14.3％，特別学
校，特別学級が2.7％とされている。この段階で，特
別学校が1.85％，特別学級が0.83％，教育外が0.14％
であった６）。
　障害ごとの特別ニーズ教育サービスを表４に示
した。読み書き困難，話すことの困難を合わせる
と，69％となり，３分の２以上を占めることがわ
かる５）。

表４　特別ニーズサービスの内訳（OECD，1995）

読み書き困難　 43.0%

話すことの困難 26.0%

情緒社会性困難 12.0%

軽度知的障害　 8.0%

中度知的　　　 2.4%

肢体不自由   1.2%

聴覚障害     0.9%

視覚障害     0.2%

表５　 特別ニーズ教育に移管される生徒の理由別の割合
（就学前からすべての教育段階まで）９）

知的障害（重度）　 11.3%

知的障害（軽度）　 34.3%

肢体不自由 11.9%

情緒障害・適応障害　 10.1%

自閉症等　　　 2.1%

言語障害 11.3%

聴覚障害     1.1%

視角障害 0.7%

その他 17.2%

　また，2005年段階での特別ニーズ教育に移管され
る生徒の理由別の割合を表５に示した。6.8％に含
まれる内訳で，知的障害が46％となっている。
　OECD（2004）のSENDDDによると，特殊教育
サービスを必要とするカテゴリーとして，「障害」

「困難さ」「社会的不利」を使用していて，フィンラ
ンドは「障害」に，中度知的障害，重度知的障害，
聴覚障害，視覚障害，肢体不自由，他の障害の６カ
テゴリー，「困難さ」に，情緒社会性障害，話すこ
との困難，読み書き困難，話す・読み書き困難，算
数困難，外国語困難，一般学習困難，情緒社会性困
難，他の困難，補修教育の10カテゴリーを挙げ，こ
れらの困難については，パートタイムで対応すると
している７）。さらに，「社会的不利」については，
移民補修教育のカテゴリーを挙げている。

Ⅲ．フィンランドの中等教育以降の教育

１．中等教育
　基礎教育学校で９年間の義務教育を修了した生徒
は，その後は一般中等教育，又は職業中等教育に進
学する。こられの教育の授業料は無料であり，2002
年でこの年齢段階の子どもの55％が一般中等教育学
校で，37％が職業中等学校で教育を受けている3)。
これらの教育を修了することが，次の高等教育進学
の条件となる。
　一般中等教育の最終年に，大学入試資格試験を受
け，合格することで，高等教育を受ける資格，職業
教育として特別職業資格を得る訓練を受ける資格を
得る。
　職業中等教育においては，２～３年で基本的な
職業資格を得ることができる。 職業資格を得る
ためのコースは，健康社会福祉サービス（Health 
and Social Services）コ ー ス や 工業技術・交通

（Technology and Transport） コースなど７つの
コースから構成されていて，52の職業資格に対応し
ている。

２．高等教育
　さらに，高等教育は総合大学とポリテクス（職業
大学）で行われている。総合大学は，アカデミック
な科学的内容を提供し，ポリテクスは，より実際的
な内容を提供する。2002年において総合大学で約16
万，ポリテクスで約12万の学生が学んでいる。
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３．成人教育
　基礎教育学校から大学までのあらゆる教育機関
は，成人に対する教育を提供している。また，成人
教育のみに限定している「成人教育センター」「市
民大学」等もある。さらには，企業等の職場におい
ても研修として教育の機会が提供されている。
　「能力に応じた職業資格（competence-based 
qualifications）」を基本にして，仕事に就いている
成人であっても，各種資格の取得とより上位の職業
資格の習得をめざす人が多い。３つのレベルの職業
資格であり，第１が職業中等教育資格，第２が継続
職業教育資格で，第３が専門家職業資格である。こ
のような資格システムは生涯学習の原則に支えてい
る。国は，この生涯学習の原則を展開させるために，
成人教育を提供する機関に財政的な支援を行ってい
る。

Ⅳ．障害のある生徒の職業教育と生涯学習

１．職業特別教育（Vocational Special Education）
　職業教育の一貫として特殊教育が提供されてい
る。その目的は，能力に応じた職業資格を得るこ
と，継続した学習の機会を提供すること，社会の一
員として基礎的な知識や技能を身につけることや自
分の人生を管理運営することとされている。この特
殊教育は，通常の職業中等教育学校で提供される場
合と職業特別学校等で提供される場合があり，可能
な限り生徒の個々のニーズに応じた教育を提供して
いる。

１）職業特別学校（Vocational Special School）

図２　クハンコスキ特別職業センター（学校）

図３　文化コース（工芸とデザイン）の生徒

１）クハンコスキ特別職業センター（学校）
　（Special Vocational Center in Kuhankoski）
　クハンコスキ特別職業センター（学校）は，職業
特別学校であり，また国が運営する13の職業教育特
別センター（学校）のひとつである。この学校は，
フィンランド第５の都市であるユバスキュラにあ
り，街の中心から車で45分程度の場所にある。2003
年で在籍生徒数が150名，16歳から19歳の生徒から
なり，特別なニーズのある生徒に対して職業教育を
提供している。準備学年（１年，又は２年又）と職
業教育の３年のコースが基本であり，大人になって
再度学び直すために入学する障害のある人もいる。
寄宿舎もあり，本校のある敷地以外に，９カ所に分
教室があり，それぞれの職業教育を行っている。
　コースとしては，文化コース（工芸とデザイン），
自然資源コース（森林管理や園芸），社会サービス
コース（社会ケア），観光，接待，家事コース（清
掃や調理）が準備されている。

２）アウラ職業教育施設分室（Arla Institute）
　ツュルクから60キロ郊外にあるアウラ職業教育
施設（Arla Institute）は，聴覚障害，難聴，言語
困難（disfatic）やコミュニケーション障害のある
人々，また精神疾患から回復期にある人々に対し
て，個々のニーズに応じて，職業教育を提供してい
る。近年は知的障害の人が教育を受けることが増え
てきて，約半数は知的障害である。この施設には，
183人が在籍している。
　ツュルクにある分教室は，障害のない生徒を対象
とするツュルク職業教育施設にある。この分教室
は，知的障害のある人に対して，社会ケア・健康ケ
ア領域のコースを提供していて，８名の生徒（大人）
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この教室で学んでいた。この取組は，1998年にユバ
スキュラ大学で施行されたOn Champus プログラ
ムを参考に，1999年に始まったものであり，通常の
職業教育施設で障害のある人を受け入れて，教育を
展開する試みである。アウラ職業教育施設から，２
人の教師がここに派遣され，教育の調整を行ってい
る。
　ここで学ぶことで，看護師アシスタントや幼稚
園，老人ホーム病院でのヘルパーの資格を得ること
ができる。年に２回，６週から８週間の実習があり，
幼稚園，老人ホーム病院等が実習先である。就職を
見つけるために，ツュルク職業教育施設のシステム
を活用している。入学希望者が多く，８名が定員で
あり，常時20名程度の希望者がいて，面談や諸検査
で，選考している。
　生徒にインタビューしたが，20歳前の生徒から40
歳程度の生徒まで幅が広く，ここで教育を受けられ
るようになったことを喜んでいて，修了して職につ
きたいと希望を持って語っていた。

２．知的障害者の生涯学習
　生涯に渡り学ぶことを大切にしているフィンラン
ドにおいて，知的障害者の生涯学習はどのように考
えられているのであろうか。アウラ職業教育施設分
室の生徒については，その年齢も幅があり，分室は
生涯学習の教育の機能も果たしていた。
　Saloviita（2000）は，障害のある生徒が17歳まで
の義務教育を修了すると，他の生徒に比べて，その
教育の機会は制限されるとしている10）。
　ここで取り上げた生涯学習の機会はあるものの
フィンランドにおいても知的障害者を対象とする生
涯習は重要な課題となっている。

Ⅴ．おわりに

　ここでは，フィンランドの教育の制度，教育行政
について整理し，また障害のある子どもの教育につ
いて，その現状について述べた。さらに，障害のあ
る生徒の職業教育及び生涯学習を取り上げ，特徴あ
る取組を展開している学校を紹介した。
　フィンランドにおいては，公的な学校制度とし
て，特殊教育が明確に区別されずに，その取組を充
実させている点，特別な教育的ニーズのある児童生
徒の割合について17.80％と高い点が特徴的であっ
た。
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